
令和５年度版 

このお仕事で働く皆様へ 
 

このお仕事には、 

の 

※ が定められています。 

※条例では、賃金の下限額のことを「労働報酬下限額」と呼びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自身の賃金が上記労働報酬下限額より低いと思う場合、 

越谷市 又は 受注者である元請業者へ申出をすることができます。 

申出先 

 越谷市役所 契約課 

所在地：〒343-8501 越谷市越ヶ谷４－２－１ 

電話：048-963-9131   

ＦＡＸ：048-966-6008 

メール：keiyaku@city.koshigaya.lg.jp 

 受注者である元請業者 

 名称： 

 所在地： 

電話：   

ＦＡＸ： 

メール： 

 
賃金が労働報酬下限額より低い場合は、不足分を受け取ることができま

す。また、申出をしたことを理由に、解雇・契約の解除等の不利益な取扱

いを受けることは条例で禁止されています。 

令和５年度労働報酬下限額（令和５年３月２９日告示） 

建設工事 公共工事設計労務単価の９０％を基準とする額 
    （裏面のとおり） 

業務委託及び指定管理協定 時給１，０３５円 
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※見習い、手元等として従事する労働者、年金等の受給のために労働の対価を調整している労働者は、 

 １，４６７円（１時間当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷市公契約条例とは 

公平かつ公正な公契約及びそれに従事する労働者の適正な労働条件の確保に努めることを明確

にし、公契約の適正な履行と質の向上を図り、地域経済の健全な発展と市民福祉の増進に寄与する

ことを目指すものです。なお、条例の実効性を確保するため、越谷市が発注する建設工事や業務委

託に関する契約等のうち、規則で定める一定金額以上の契約等において、従事する労働者の賃金の

下限額を定め、一定の賃金額を保証するものです。 

労働報酬下限額の対象となる契約等 

 １ 予定価格が５,０００万円以上の工事の請負契約 

２ 予定価格が１,０００万円以上の業務の委託に関する契約のうち、次に掲げる業務の委託に

関する契約 

ア.建物清掃業務  イ.施設運転管理業務  ウ.食堂業務 

エ.放置自転車保管場所管理業務  オ.相談支援業務  カ.医療事務 

キ.設備保守管理業務  ク.公園・街路樹等の維持管理業務 

ケ.越谷市立病院院内保育室運営業務  コ.越谷市立病院病棟保育業務 

サ.越谷市立病院警備業務  シ.越谷市立病院電話交換業務 

３ 指定管理協定のうち、指定管理者の募集又は選定に係る委託料の上限が１,０００万円以上

の協定 

４ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７

号）第２条第４項に規定する選定事業に係る契約については、１、２に相当する契約部分 

労働報酬下限額の対象とならない労働者 

・最低賃金の減額の特例が認められる労働者（障がい者や試用期間中の者等） 

・対象契約に従事した時間が１月当たり３０分未満の労働者 

・建設工事に係る現場代理人及び技術者 

越谷市公契約条例について詳しくは、越谷市ホームページをご覧ください。 

条例についての問合せは越谷市役所総務部契約課へ。 
                               越谷市ホームページ 
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